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※杭打機種については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。



Ⅱ−3−①− ①  498①  498

3 　編成人員････････････････････Ⅱ- 3 - ②-  9
4 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ②-  9
5 　杭 1 本当りコンクリート使用量
　 ･････････････････････････････Ⅱ- 3 - ②-12
6 　鉄 筋 工････････････････････Ⅱ- 3 - ②-12
7 　掘削土及び泥水処理･･････････Ⅱ- 3 - ②-12
8 　諸 雑 費････････････････････Ⅱ- 3 - ②-13
9 　単価表及び内訳書････････････Ⅱ- 3 - ②-13

② -3　アースオーガ工・硬質地盤用アースオーガ工
　　　････････････････････････････Ⅱ- 3 - ②-15

1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ②-15
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ②-15
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ②-15
4 　編成人員････････････････････Ⅱ- 3 - ②-16
5 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ②-16
6 　材料使用量･･････････････････Ⅱ- 3 - ②-18
7 　鉄 筋 工････････････････････Ⅱ- 3 - ②-18
8 　諸 雑 費････････････････････Ⅱ- 3 - ②-18
9 　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ②-19

② -4　大口径ボーリングマシン工･････Ⅱ- 3 - ②-21
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ②-21
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ②-21
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ②-22
4 　編成人員････････････････････Ⅱ- 3 - ②-22
5 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ②-22
6 　杭 1 本当りモルタル及びコンクリート使用量
　 ･････････････････････････････Ⅱ- 3 - ②-24
7 　やぐらの設置・撤去･･････････Ⅱ- 3 - ②-25
8 　ビット等損耗費･･････････････Ⅱ- 3 - ②-26
9 　諸 雑 費････････････････････Ⅱ- 3 - ②-26
10　泥水（ベントナイト）の処理費････Ⅱ- 3 - ②-27
11　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ②-28

② -5　ダウンザホールハンマ工･･･････Ⅱ- 3 - ②-30
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ②-30
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ②-31
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ②-34
4 　編成人員････････････････････Ⅱ- 3 - ②-37
5 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ②-37
6 　杭 1 本当りモルタル及びコンクリート使用量
　 ･････････････････････････････Ⅱ- 3 - ②-41
7 　やぐらの設置・撤去･･････････Ⅱ- 3 - ②-42
8 　諸 雑 費････････････････････Ⅱ- 3 - ②-42
9 　掘削土の処理費･･････････････Ⅱ- 3 - ②-42
10　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ②-44

③　深 礎 工････････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  1
③ -1　深 礎 工････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  1

1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  1
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  1
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ③-  2
4 　編成人員････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  2
5 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  3
6 　内訳書及び単価表････････････Ⅱ- 3 - ③-  7

③ -2　コンクリート工（深礎工）･････Ⅱ- 3 - ③-  9
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  9
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ③-  9
3 　コンクリート打設工法の選定････Ⅱ- 3 - ③-  9
4 　施工パッケージ･･････････････Ⅱ- 3 - ③-11

④　ニューマチックケーソン工････････Ⅱ- 3 - ④-  1
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ④-  1
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ④-  1
3 　掘削工法及び艤装････････････Ⅱ- 3 - ④-  1
4 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ④-  2
5 　掘削編成人員････････････････Ⅱ- 3 - ④-  4
6 　作業時間等･･････････････････Ⅱ- 3 - ④-  4
7 　設備等の供用日数････････････Ⅱ- 3 - ④-  5
8 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ④-  5
9 　仮設備工･･･････････････････Ⅱ- 3 - ④-  10
10　参考資料････････････････････Ⅱ- 3 - ④-11
11　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ④-17

⑤　基礎工（鋼管矢板基礎工）･････････Ⅱ- 3 - ⑤-  1
⑤ -1　打撃工法････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-  1

1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-  1
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-  1
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-  2
4 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-  3
5 　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-11

⑤ -2　中掘工法････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-18
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-18
2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-18
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-19
4 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-20
5 　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ⑤-22

⑥　ドロップハンマ杭打工････････････Ⅱ- 3 - ⑥-  1
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ⑥-  1
2 　施工歩掛････････････････････Ⅱ- 3 - ⑥-  1
3 　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ⑥-  2

⑦　木杭及び矢板打工（人力，ドロップハンマ工）
　　････････････････････････････････Ⅱ- 3 - ⑦-  1

1 　人力木杭打工････････････････Ⅱ- 3 - ⑦-  1
2 　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ⑦-  1

⑧　泥水運搬工･･････････････････････Ⅱ- 3 - ⑧-  1
1 　適用範囲････････････････････Ⅱ- 3 - ⑧-  1
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2 　施工概要････････････････････Ⅱ- 3 - ⑧-  1
3 　機種の選定･･････････････････Ⅱ- 3 - ⑧-  1
4 　汚泥吸排車の運搬作業････････Ⅱ- 3 - ⑧-  1
5 　単 価 表････････････････････Ⅱ- 3 - ⑧-  2



Ⅱ−3−①− ①  500①  500



① 501① 501 Ⅱ−3−①−1 ①  509①  509 Ⅱ−3−①−1



①  502①  502 Ⅱ−3−①−2 ①  510①  510 Ⅱ－3－①－2

油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型
排出ガス対策型(第2次基準値)
50～55t吊



① 503① 503 Ⅱ−3−①−3 ①  511①  511 Ⅱ−3−①−3

５



① 504① 504 Ⅱ−3−①−4 ①  512①  512 Ⅱ−3−①−4



① 505① 505 Ⅱ−3−①−5 ①  513①  513 Ⅱ−3−①−5

Ⅱ-3-①-5 

５－２ 杭頭処理 

５－２－１ 鋼管杭杭頭処理

鋼管杭と鉄筋及び鋼管杭とずれ止め及びストッパー等の現場溶接工歩掛は，次表を標準とする。 

表５．５ 鋼管杭杭頭処理溶接工歩掛 (溶接長10ｍ当り)

鋼管杭板厚 (mm) 単位 8～10 12 14・16 

溶 接 工 人 0.35 0.68 1.11 

電 気 溶 接 機 日 0.39 0.65 1.12 

諸 雑 費 率 ％ 14 

（注）１．鉄筋加工・組立費は，「第Ⅵ編第２章市場単価①－１鉄筋工（太径鉄筋含

む）」により別途計上する。

２．電気溶接機は，ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排出ガス対策型

（第１次基準値） 最大溶接電流300Ａを標準とする。 

３．諸雑費は，溶接棒の材料費であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金

額を上限として計上する。

４．鋼管杭とずれ止め及びストッパーの溶接長（Ｌｙ）は，ずれ止め１箇所当り，

Ｌｙ＝π×Ｄ Ｄ：杭径（ｍ）を標準とする。 

５－２－２ コンクリート杭の杭頭処理 

コンクリート杭の杭頭処理（カットオフ工等）が必要な場合には，別途計上する。 

５－３ 中詰コンクリート打設 

中詰コンクリート打設は，「第Ⅱ編第４章①コンクリート工」により別途計上する。

６． 諸 雑 費 

諸雑費は，労務費，機械損料，機械賃料及び運転経費の合計額に表６．１，表６．２の率を乗じた金額を上限と

して計上する。 

（１）鋼管杭

鋼管杭打設による諸雑費は，裏当てリング及びストッパー，銅バンド，ずれ止め，ずれ止め用ストッパー，

鋼管吊具，吊ワイヤー，先端補強バンド，ヤットコ，溶接機の損料，足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・

移設，電力に関する経費，溶接ワイヤー等の費用である。なお，ヤットコの有無及びずれ止め，ずれ止め用

ストッパーの有無にかかわらず本諸雑費率を使用出来る。

表６．１ 諸雑費率（鋼管杭） （％）

継 杭 の 有 無 諸 雑 費 率 

継 杭 無 し 34 

継 杭 有 り 16 

（２）既製コンクリート杭

既製コンクリート杭打設による諸雑費は，吊ワイヤー，ヤットコ，溶接機の損料，足場材（敷鉄板）賃料

及び設置・撤去・移設，電力に関する経費，溶接ワイヤー等の費用である。なお，ヤットコの有無及び溶接

機の有無にかかわらず本諸雑費率を使用出来る。 

表６．２ 諸雑費率（既製コンクリート杭） （％）

諸 雑 費 率 3 



① 506① 506 Ⅱ−3−①−6 ①  514①  514 Ⅱ－3－①－6

コード番号 Ｓ 5 0 0 3
Ｓ 5 0 0 4

コード番号 Ｓ 5 0 0 2

油圧駆動式ウインチ・
ラチスジブ型
排出ガス対策型(第２次基準値)
50～55t吊

，表6.2



① 507① 507 Ⅱ−3−①−7

Ⅱ-3-①-7 

（３）機械運転単価表

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

ク ロ ー ラ 式 杭 打 機
油圧ハンマ 

直結三点支持式 
機－18 

運転労務数量→1.00 

機械損料数量→1.75 

燃料消費量  →下記のとおりとする。

ラム質量 燃料消費量（ℓ／日） 

2ｔ 85 

4～4.5ｔ 123 

6.5～8ｔ 123 

10～12.5ｔ 160 

バ ッ ク ホ ウ

（ ク ロ ー ラ 型 ）

標準型・排出ガス対策型（第２

次基準値） 

山積0.28㎥（平積0.2㎥） 

機－28 

運転労務数量→1.00 

燃料消費量 →3.8 

機械賃料数量→1.6 

ク ロ ー ラ ク レ ー ン

油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型

排出ガス対策型（第2次基準値）

50～55ｔ吊 

機－18 

運転労務数量→1.00 

燃料消費量 →27 

機械損料数量→1.12 

（４）鋼管杭杭頭処理用機械運転単価表

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

電 気 溶 接 機

ディーゼルエンジン駆動・ 
直流アーク式・ 
排出ガス対策型(第1次基準値) 
最大溶接電流300A

機－12 燃料消費量→32 



① 508① 508 Ⅱ−3−①−8 ①  516①  516 Ⅱ−3−①−8



① 509① 509 Ⅱ−3−①−9 ①  517①  517 Ⅱ−3−①−9



① 510① 510 Ⅱ−3−①−10 ①  518①  518 Ⅱ−3−①−10



① 511① 511 Ⅱ−3−①−11 ①  519①  519 Ⅱ−3−①−11



① 512① 512 Ⅱ−3−①−12 ①  520①  520 Ⅱ−3−①−12

Ⅱ-3-①-14

④ 既製コンクリート杭（打撃方式） 

表５．６ 既製コンクリート杭（打撃方式）（Ｔa） （日／10本）

掘 削 長（m）
杭 径（㎜） 

φ400以上
φ500未満

φ500以上
φ600未満

φ600以上
φ700未満

φ700以上
φ800未満

φ800以上
φ900未満

φ900以上
φ1,000未満 φ1,000

16m以下 1.84 1.88 1.91 1.93 1.95 1.97 2.00

16mを超え32m以下 3.53 3.72 3.88 4.03 4.16 4.31 4.53

32mを超え48m以下 5.22 5.56 5.85 6.14 6.36 6.65 7.05

48mを超え64m以下 6.91 7.40 7.82 8.24 8.57 8.99 9.58

５－２ 杭頭処理 

杭頭処理については，「第Ⅱ編第３章①鋼管・既製コンクリート杭打工①-1パイルハンマ工及び①-5杭頭処

理工」による。 

５－３ 諸雑費 

 諸雑費は，労務費，機械損料及び運転経費の合計額に表５．７～表５．１０の率を乗じた金額を上限として

計上する。 

（１）鋼管杭（打撃方式）

中掘工（打撃打止め）による鋼管杭打込の諸雑費は，溶接棒，現場溶接にて行う杭先端加工費（労務費，

材料費を含む），鋼管吊具，吊ワイヤー，裏当てリング及びストッパー，銅バンド，ずれ止め，ずれ止め用

ストッパー，オーガスクリュ，オーガヘッド，ヤットコ，足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設，

交流アーク溶接機損料，空気圧縮機（排出ガス対策型）の運転，電力に関する経費等の費用である。なお，

ヤットコの有無及びずれ止め，ずれ止め用ストッパーの有無にかかわらず本諸雑費率を適用出来る。

表５．７ 諸雑費率（鋼管杭） （％）

継 杭 の 有 無 諸 雑 費 率

継 杭 無 し 27 

継 杭 有 り 29 

（注）杭先端加工費とは，周辺摩擦低減のために杭先端内部に現

場で加工する費用のことであり，杭の補強を目的とする費用 

は含まない。 

（２）既製コンクリート杭（打撃方式）

中掘工（打撃打止め）による既製コンクリート杭打込の諸雑費は，溶接棒，吊ワイヤー，オーガスクリュ，

オーガヘッド，ヤットコ，足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設，交流アーク溶接機損料，空気圧縮

機（排出ガス対策型）の運転，電力に関する経費等の費用である。なお，ヤットコの有無にかかわらず本諸

雑費率を適用出来る。 

表５．８ 諸雑費率（既製コンクリート杭） （％）

継 杭 の 有 無 諸 雑 費 率

継 杭 無 し 9 

継 杭 有 り 23 



① 513① 513 Ⅱ−3−①−13

Ⅱ-3-①-15

（３）鋼管杭（グラウト方式）

中掘工（グラウト注入）による鋼管杭打込の諸雑費は，グラウト材（セメントミルク)，溶接棒，現場溶

接にて行う杭先端加工費（労務費，材料費を含む），鋼管吊具，吊ワイヤー，裏当てリング及びストッパー，

銅バンド，ずれ止め，ずれ止め用ストッパー，オーガスクリュ，オーガヘッド，ヤットコ，足場材（敷鉄

板）賃料及び設置・撤去・移設，交流アーク溶接機損料，空気圧縮機（排出ガス対策型)，モルタルプラン

ト運転及び電力に関する経費等の費用である。なお，ヤットコの有無及びずれ止め，ずれ止め用ストッパ

ーの有無にかかわらず本諸雑費率を適用出来る。 

表５．９ 諸雑費率（鋼管杭） （％）

継 杭 の 有 無 諸 雑 費 率

継 杭 無 し 52 

継 杭 有 り 38 

（注）１．拡大根固め工法も上表の率を適用する。 

２．杭先端加工費とは，周辺摩擦低減のために杭先端内部

に現場で加工する費用のことであり，杭の補強を目的

とする費用は含まない。 

（４）既製コンクリート杭（グラウト方式）

中掘工（グラウト注入）による既製コンクリート杭打込の諸雑費は，グラウト材（セメントミルク)，溶接

棒，吊ワイヤー，オーガスクリュ，オーガヘッド，ヤットコ，足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設，

交流アーク溶接機損料，空気圧縮機（排出ガス対策型)，モルタルプラント運転及び電力に関する経費等の費

用である。なお，ヤットコの有無にかかわらず本諸雑費率を適用出来る。

表５．１０ 諸雑費率（既製コンクリート杭） （％）

継 杭 の 有 無 諸 雑 費 率

継 杭 無 し 36 

継 杭 有 り 33 

（注）拡大根固め工法も上表の率を適用する。 



① 514① 514 Ⅱ−3−①−14 ①  521①  521 Ⅱ−3−①−13

コード番号 Ｓ 5 0 1 0

コード番号 Ｓ 5 0 1 0

, 表 5.8

9, 表 5.10



① 515① 515 Ⅱ−3−①−15 ①  522①  522 Ⅱ−3−①−14



① 516① 516 Ⅱ−3−①−16 ①  523①  523 Ⅱ−3−①−15



① 517① 517 Ⅱ−3−①−17 ①  524①  524 Ⅱ−3−①−16

２-１　施工内容



①  518①  518 Ⅱ−3−①−18 ①  525①  525 Ⅱ−3−①−17

２-２　施工フロー



① 519① 519 Ⅱ−3−①−19 ①  526①  526 Ⅱ−3−①−18



① 520① 520 Ⅱ−3−①−20 ①  527①  527 Ⅱ−3−①−19

（注）

（注）

（注）



① 521① 521 Ⅱ−3−①−21 ①  528①  528 Ⅱ−3−①−20



① 522① 522 Ⅱ−3−①−22 ①  529①  529 Ⅱ−3−①−21



① 523① 523 Ⅱ−3−①−23 ①  530①  530 Ⅱ−3−①−22



① 524① 524 Ⅱ−3−①−24 ①  531①  531 Ⅱ−3−①−23

コード番号 Ｓ 5 0 6 0



① 525① 525 Ⅱ−3−①−25 ①  532①  532 Ⅱ−3−①−24



① 526① 526 Ⅱ−3−①−26 ①  533①  533 Ⅱ−3−①−25

① -1

１.



① 527① 527 Ⅱ−3−①−27 ①  534①  534 Ⅱ−3−①−26

（注）



① 528① 528 Ⅱ−3−①−28 ①  535①  535 Ⅱ−3−①−27

５－１　杭 10 本当りの施工日数 (Ta)



① 529① 529 Ⅱ−3−①−29 ①  536①  536 Ⅱ−3−①−28

５－２　諸雑費



① 530① 530 Ⅱ−3−①−30 ①  537①  537 Ⅱ−3−①−29



① 531① 531 Ⅱ−3−①−31 ①  538①  538 Ⅱ−3−①−30

コード番号 Ｓ 5 1 5 0



① 532① 532 Ⅱ−3−②−1 ①  539①  539 Ⅱ−3−②−1



① 533① 533 Ⅱ−3−②−2 ①  540①  540 Ⅱ−3−②−2

単 位



① 534① 534 Ⅱ−3−②−3 ①  541①  541 Ⅱ−3−②−3



① 535① 535 Ⅱ−3−②−4 ①  542①  542 Ⅱ−3−②−4



① 536① 536 Ⅱ−3−②−5 ①  543①  543 Ⅱ−3−②−5

労務費，運転経費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

の費用であり，労務費，運転経費，機械損料及び賃料の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する（杭頭

処理の労務費，機械賃料及び運転経費は含まない）。



① 537① 537 Ⅱ−3−②−6 ①  544①  544 Ⅱ−3−②−6

コード番号 Ｓ 5 0 2 1



① 538① 538 Ⅱ−3−②−7 ①  545①  545 Ⅱ−3−②−7



① 539① 539 Ⅱ−3−②−8 ①  546①  546 Ⅱ−3−②−8

なお，積算の構成要素については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。



① 540① 540 Ⅱ−3−②−9 ①  547①  547 Ⅱ−3−②−9



① 541① 541 Ⅱ−3−②−10 ①  548①  548 Ⅱ−3−②−10



① 542① 542 Ⅱ−3−②−11 ①  549①  549 Ⅱ−3−②−11

５



① 543① 543 Ⅱ−3−②−12 ①  550①  550 Ⅱ−3−②−12



① 544① 544 Ⅱ−3−②−13 ①  551①  551 Ⅱ−3−②−13

コード番号 Ｓ 5 0 3 0



① 545① 545 Ⅱ−3−②−14 ①  552①  552 Ⅱ−3−②−14

コード番号 Ｓ 5 0 3 1



① 546① 546 Ⅱ−3−②−15 ①  553①  553 Ⅱ−3−②−15



① 547① 547 Ⅱ−3−②−16 ①  554①  554 Ⅱ−3−②−16

５



① 548① 548 Ⅱ−3−②−17 ①  555①  555 Ⅱ−3−②−17



① 549① 549 Ⅱ−3−②−18 ①  556①  556 Ⅱ−3−②−18



①  550①  550 Ⅱ−3−②−19 ①  557①  557 Ⅱ−3−②−19

（注）

コード番号 Ｓ 5 0 4 0



① 551① 551 Ⅱ−3−②−20 ①  558①  558 Ⅱ−3−②−20



① 552① 552 Ⅱ−3−②−21 ①  559①  559 Ⅱ−3−②−21



① 553① 553 Ⅱ−3−②−22 ①  560①  560 Ⅱ−3−②−22

単位 数量



① 554① 554 Ⅱ−3−②−23 ①  561①  561 Ⅱ−3−②−23



① 555① 555 Ⅱ−3−②−24 ①  562①  562 Ⅱ−3−②−24



① 556① 556 Ⅱ−3−②−25 ①  563①  563 Ⅱ−3−②−25



① 557① 557 Ⅱ−3−②−26 ①  564①  564 Ⅱ−3−②−26



① 558① 558 Ⅱ−3−②−27 ①  565①  565 Ⅱ−3−②−27



① 559① 559 Ⅱ−3−②−28 ①  566①  566 Ⅱ−3−②−28

（注）



① 560① 560 Ⅱ−3−②−29 ①  567①  567 Ⅱ−3−②−29



① 561① 561 Ⅱ−3−②−30 ①  568①  568 Ⅱ−3−②−30



① 562① 562 Ⅱ−3−②−31 ①  569①  569 Ⅱ−3−②−31



① 563① 563 Ⅱ−3−②−32 ①  570①  570 Ⅱ−3−②−32



① 564① 564 Ⅱ−3−②−33 ①  571①  571 Ⅱ−3−②−33



① 565① 565 Ⅱ−3−②−34 ①  572①  572 Ⅱ－3－②－34



① 566① 566 Ⅱ−3−②−35 ①  573①  573 Ⅱ−3−②−35



① 567① 567 Ⅱ−3−②−36 ①  574①  574 Ⅱ−3−②−36



① 568① 568 Ⅱ−3−②−37 ①  575①  575 Ⅱ−3−②−37



① 569① 569 Ⅱ−3−②−38 ①  576①  576 Ⅱ−3−②−38

（注）



① 570① 570 Ⅱ−3−②−39 ①  577①  577 Ⅱ−3−②−39

（注）



① 571① 571 Ⅱ−3−②−40 ①  578①  578 Ⅱ−3−②−40



① 572① 572 Ⅱ−3−②−41 ①  579①  579 Ⅱ−3−②−41



① 573① 573 Ⅱ−3−②−42 ①  580①  580 Ⅱ−3−②−42



① 574① 574 Ⅱ−3−②−43 ①  581①  581 Ⅱ−3−②−43



① 575① 575 Ⅱ−3−②−44 ①  582①  582 Ⅱ−3−②−44

（注）１．Ｔc：杭１本当り施工日数（日／本） 

２．仮設杭の場合は，「第Ⅱ編第５章仮設工」により，鋼管またはＨ形鋼の賃料を別途計上する。

（注）１．Ｔc：杭１本当り施工日数（日／本） 

２．仮設杭の場合は，「第Ⅱ編第５章仮設工」により，鋼管またはＨ形鋼の賃料を別途計上する。

コード番号 Ｓ 5 0 5 3
Ｓ 5 0 5 4

コード番号 Ｓ 5 0 5 3
Ｓ 5 0 5 4



① 576① 576 Ⅱ−3−②−45 ①  583①  583 Ⅱ−3−②−45

（注）１．Ｔc：杭１本当り施工日数（日／本） 

２．仮設杭の場合は，「第Ⅱ編第５章仮設工」により，鋼管またはＨ形鋼の賃料を別途計上する。

コード番号 Ｓ 5 0 5 3
Ｓ 5 0 5 4



① 577① 577 Ⅱ−3−②−46 ①  584①  584 Ⅱ−3−②−46

コード番号 Ｓ 5 0 5 2



① 578① 578 Ⅱ−3−②−47 ①  585①  585 Ⅱ−3−②−47



① 579① 579 Ⅱ−3−③−1 ①  586①  586 Ⅱ−3−③−1

※深礎掘削長とライナープレート長の取扱いについては，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕を参照のこと。



① 580① 580 Ⅱ−3−③−2 ①  587①  587 Ⅱ−3−③−2



①  581①  581 Ⅱ−3−③−3 ①  588①  588 Ⅱ−3−③−3



① 582① 582 Ⅱ−3−③−4 ①  589①  589 Ⅱ−3−③−4

（％）



① 583① 583 Ⅱ−3−③−5 ①  590①  590 Ⅱ−3−③−5



① 584① 584 Ⅱ−3−③−6 ①  591①  591 Ⅱ−3−③−6



① 585① 585 Ⅱ−3−③−7 ①  592①  592 Ⅱ−3−③−7

別途計上

コード番号 Ｓ 5 0 8 0

コード番号 Ｓ 5 0 8 1



① 586① 586 Ⅱ−3−③−8 ①  593①  593 Ⅱ−3−③−8

コード番号 Ｓ 5 0 8 3



① 587① 587 Ⅱ−3−③−9 ①  594①  594 Ⅱ−3−③−9



① 588① 588 Ⅱ−3−③−10 ①  595①  595 Ⅱ−3−③−10



① 589① 589 Ⅱ−3−③−11 ①  596①  596 Ⅱ−3−③−11

コード番号 ＳＰB 1 4 1



① 590① 590 Ⅱ−3−③−12 ①  597①  597 Ⅱ−3−③−12

各種



① 591① 591 Ⅱ−3−③−13 ①  598①  598 Ⅱ−3−③−13



① 592① 592 Ⅱ−3−④−1 ①  599①  599 Ⅱ−3−④−1

「土木事業単価表」を参照

（注）１.本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。

２.埋戻工，コンタクトグラウト打設，止水壁撤去が必要な場合は，別途計上する。



① 593① 593 Ⅱ−3−④−2 ①  600①  600 Ⅱ−3−④−2



① 594① 594 Ⅱ−3−④−3 ①  601①  601 Ⅱ−3−④−3



① 595① 595 Ⅱ−3−④−4 ①  602①  602 Ⅱ−3−④−4



① 596① 596 Ⅱ−3−④−5

Ⅱ-3-④-5 

７．設備等の供用日数 

設備等の供用日数は，積上げて算出することを原則とするが，次表のとおり算定することが出来る。 

表7.1 供用日数 

設     備     等 供 用 日 数 摘     要 

排 土 設 備

掘 削 設 備

艤 装 設 備

外 側 足 場

内 側 足 場

安 全 設 備

送 気 設 備

救 急 設 備

予 備 設 備

（Ａ＋Ｂ＋Ｅ）×1.4 

（Ａ＋Ｂ＋Ｅ）×1.4 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×1.4 

（Ａ＋Ｂ）  ×1.4 

（Ａ１＋Ｂ１） ×1.4 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×1.4 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）×1.4 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×1.4 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×1.4 

ケーソンが2基以上の

場合は，重複する分を

減ずること。

ただし，Ａ：ケーソン構築日数（艤装日数含む） 

    Ａ１：ケーソン部構築日数（ピアケーソンのピア部を含まず） 

Ｂ：掘削沈下日数 

Ｂ１：ケーソン部掘削沈下日数（ピアケーソンのピア部を含まず） 

Ｃ：中埋コンクリート打設・養生日数（支持力テスト含む） 

Ｄ：定置式空気圧縮機組立・分解日数 

Ｅ：天井走行式ショベル組立・分解日数 

(注) 1. 送気用空気圧縮機は，最大容量分を同時に据付・撤去する。 

2. 送気用空気圧縮機は，各ロットの掘削又は構築作業毎に運転台数を求め計上す

る。 

3. 艤装用シャフトは，ケーソン１基当り全使用本数の1／2に全供用日数を計上し，

残り1／2に全供用日数の1／2を計上する。 

4. 内側足場は，ケーソン１基当り全内側足場掛m2の1／2に全供用日数を計上し,

残り1／2に全供用日数の1／2を計上する。 

5. 供用日数は整数止めとし，小数点以下第１位を切り上げるものとする。

８．施 工 歩 掛

８－１ 刃口金物製作・据付 

８－１－１ 刃口金物の材料費 

刃口金物の材料費（製作費含む）は，一般管理費等のみ対象とする。 

８－１－２ 刃口金物の据付け 

刃口金物の据付けは，次表を標準とする。 

表8.1 刃口金物据付歩掛 （１基当り）

名     称 規   格 単 位 数 量 摘       要

土 木 一 般 世 話 役 人 0.5×Ｔ1

Ｔ1：1基当り刃口金物質量（ｔ） 

溶 接 工 〃 1.0×Ｔ1

普 通 作 業 員 〃 0.8×Ｔ1

ラ フ テ レ ー ン
ク レ ー ン 運 転

油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型 
(第２次基準値)
25ｔ吊 

日 0.24×Ｔ1

諸 雑 費 率 ％ 7 

(注) 1．据付地盤の整地は含まない。 

2．溶接工には，機械工を含む。 
3．電気溶接機の運転を含む。 
4．ラフテレーンクレーンは，賃料とする。 
5．諸雑費は，電力に関する経費，溶接機の損料，燃料・油脂及び溶接ワイヤー等の費用であり，
労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

①  603①  603 Ⅱ−3−④−5

㎡



① 597① 597 Ⅱ−3−④−6 ①  604①  604 Ⅱ−3−④−6



① 598① 598 Ⅱ−3−④−7 ①  605①  605 Ⅱ−3−④−7

④　現場条件により上記により難い場合は，別途考慮する。

Ⅱ-3-④-7 

８－３ 沈下促進工法 

８－３－１ 載荷工法

（１）材料 

水荷重（ポンプによる注排水）を標準とするが，現場条件等によりその他の工法が必要な場合は別途計

上する。 

（２）水荷重（ポンプによる注排水）作業 

水荷重（ポンプによる注排水）作業は，次表を標準とする。 

表8.4 水荷重（ポンプによる注排水）作業歩掛 （１ｔ当り）

名        称 単   位 数   量

特  殊  作  業  員 人 0.02 

(注) 注排水は，工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ)φ100を必要台数計

上する。

８－４ 構築工 

８－４－１ ケーソン本体及び止水壁の製作 

ケーソン本体及び止水壁は，鉄筋コンクリート構造を標準とする。 

（１）ケーソン本体及び止水壁の構築日数 

コンクリートは早強セメント使用を標準とし，１リフト（ロット）当り標準構築日数は，艤装の組立・

解体を含めて10日（普通セメント使用の場合12日）とする。なお，止水壁の製作は止水壁ケーソンを使用

する場合のみ適用する。 

（２）投入打設工 

「第Ⅱ編第４章①コンクリート工（鉄筋構造物）」により別途計上する。

（３）足場工

① 足場は手摺先行型枠組足場を標準とし，掛面積は，次式による。

外側足場掛面積（ｹｰｿﾝ部）（掛ｍ２）＝初期２ロット分外周面積×1.3（掛ｍ２） 

外側足場掛面積（ピア部）（掛ｍ２）＝１ロット分外周面積×1.3（掛ｍ２）

内側足場掛面積（掛ｍ２）＝必要ロット分外周面積×0.55（掛ｍ２）

② 外側足場材の設置・撤去は，止水壁ケーソン及びピアケーソンのケーソン部の構築において，１回分

のみ計上し，ピアケーソンのピア部は１ロット毎に計上する。ただし，ピアケーソンのピア部の外側足

場については，１ロット分の掛面積とする。 

③ 内側足場材の設置・撤去は，止水壁ケーソン及びピアケーソンのケーソン部の構築において，１回分

のみ計上する。 

④ 足場材の設置・撤去歩掛は,次表を標準とする。 

Ⅱ-3-④-8 

表8．5 足場材設置・撤去歩掛 （100掛ｍ2当り）

名 称 規 格 単位 外側足場 内側足場 

土 木 一 般 世 話 役 人 1.5 2.6 

と び 工 〃 6.1 6.5 

普 通 作 業 員 〃 1.1 2.1 

クローラクレーン運転
油圧駆動式ウインチ・
ラ チ ス ジ ブ 型 ・
排出ガス対策型(第1次基準値)
50t吊

日 1.8 2.6 

（注）１．クローラクレーンは,賃料とする。  

２．足場の架台及び支持杭が必要な場合には別途計上する。 

３．上記歩掛には，安全ネットの設置撤去手間が含まれている。 

⑤ 足場材の賃料を計上する場合，次式の通り算定することができる。 

賃料＝ L×（M1×T＋M2）×A（円）……式８．１ 

L：賃料係数（1.3） 

M1：先行据置 2段手すりの 1日当たりの賃料（円/日） 

M2：先行据置 2段手すりの基本料金（円） 

T ：足場材の供用日数（日）……表７．１ 

A ：足場の掛面積（掛 m2） 

足場材は，敷板，建枠，筋違，板付布枠，連結ピン，アームロック，ジャッキベース，手摺柱，手摺，先

行据置 2段手すり，幅木，階段，養生ネット（メッシュシート），安全ネット等である。

（４）型枠工 

「第Ⅱ編第４章②－１型枠工」により別途計上する。 

（５）支保工 

「第Ⅱ編第５章⑦－２支保工」により別途計上する。 

（６）鉄筋工 

鉄筋工は，「第Ⅵ編第２章①－１鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 

（７）養生工 

「第Ⅱ編第４章①コンクリート工」により別途計上する。 

８－４－２ 埋戻工 

現場条件により埋戻工が必要な場合は，別途考慮する。

８－４－３ 止水壁撤去

止水壁撤去が必要な場合は、別途計上する。 



① 599① 599 Ⅱ−3−④−8

Ⅱ-3-④-8 

表8．5 足場材設置・撤去歩掛 （100掛ｍ2当り）

名 称 規 格 単位 外側足場 内側足場 

土 木 一 般 世 話 役 人 1.5 2.6

と び 工 〃 6.1 6.5

普 通 作 業 員 〃 1.1 2.1

クローラクレーン運転
油圧駆動式ウインチ・
ラ チ ス ジ ブ 型 ・
排出ガス対策型(第1次基準値)
50t吊

日 1.8 2.6

（注）１．クローラクレーンは,賃料とする。

２．足場の架台及び支持杭が必要な場合には別途計上する。 

３．上記歩掛には，安全ネットの設置撤去手間が含まれている。 

⑤ 足場材の賃料を計上する場合，次式の通り算定することができる。 

賃料＝ L×（M1×T＋M2）×A（円）……式８．１ 

L：賃料係数（1.3） 

M1：先行据置 2段手すりの 1日当たりの賃料（円/日） 

M2：先行据置 2段手すりの基本料金（円） 

T ：足場材の供用日数（日）……表７．１ 

A ：足場の掛面積（掛 m2） 

足場材は，敷板，建枠，筋違，板付布枠，連結ピン，アームロック，ジャッキベース，手摺柱，手摺，先

行据置 2段手すり，幅木，階段，養生ネット（メッシュシート），安全ネット等である。 

（４）型枠工 

「第Ⅱ編第４章②－１型枠工」により別途計上する。 

（５）支保工 

「第Ⅱ編第５章⑦－２支保工」により別途計上する。 

（６）鉄筋工 

鉄筋工は，「第Ⅵ編第２章①－１鉄筋工（太径鉄筋含む）」により別途計上する。 

（７）養生工 

「第Ⅱ編第４章①コンクリート工」により別途計上する。 

８－４－２ 埋戻工 

現場条件により埋戻工が必要な場合は，別途考慮する。

８－４－３ 止水壁撤去

止水壁撤去が必要な場合は、別途計上する。 

①  605①  605 Ⅱ−3−④−7

④　現場条件により上記により難い場合は，別途考慮する。

①  605①  605 Ⅱ−3−④−7

④　現場条件により上記により難い場合は，別途考慮する。⑥

Ⅱ-3-④-9 

８－４－４ 中埋コンクリート打設 

（１）中埋コンクリート工

中埋コンクリート工は作業室内を充填するコンクリートの打設を対象とする。作業室天井のシャフト部を

中埋コンクリートと異なるコンクリートで充填する場合は，別途計上する。

中埋コンクリート打設歩掛，コンクリートポンプ車の運転経費は，次表を標準とする。

表8.6 中埋コンクリート打設歩掛 （10ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 数量 

潜 か ん 世 話 役 人 0.15 

潜 か ん 工 〃 0.15 

コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装・ブーム式 
圧送能力90～110m3/h 日 0.11 

（注）コンクリートポンプ車圧送のスランプ値及び粗骨材の最大寸法は,次表の

とおりとする。 

表 8.7 コンクリートポンプ車圧送のコンクリートの標準範囲 

スランプ（㎝）
粗骨材の最大寸法

（㎜） 

18 ～ 21 25 以下 

（２） 中埋コンクリート打設量

中埋コンクリートの使用量は，次式による。

中埋コンクリート使用量 ＝ 設計量×（１＋Ｋ） ……式８．２ 

設計量：作業室中埋コンクリート量（ｍ３） 

      Ｋ：ロス率

表8.8 ロス率(Ｋ)

K：ロス率 ＋0.04 

（３）ブローパイプバルブ調整 

ケーソン１基当りのブローパイプのバルブ調整は，次表を標準とする。 

表8.9 ブローパイプバルブ調整 （１基当り）

名       称 単  位 数   量

潜 か ん 工 人 6.3

諸 雑 費 率 ％ 21 

(注) 1. バルブ調整は中埋コンクリートの打設量に関係ない。 

2. 諸雑費はボールバルブ，フランジの費用であり，労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

８－４－５ コンタクトグラウト打設 

コンタクトグラウト打設が必要な場合は，別途計上する。 

潜 か ん 工



① 600① 600 Ⅱ−3−④−9

①  606①  606 Ⅱ−3−④−8
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８－４－４ 中埋コンクリート打設 

（１）中埋コンクリート工

中埋コンクリート工は作業室内を充填するコンクリートの打設を対象とする。作業室天井のシャフト部を

中埋コンクリートと異なるコンクリートで充填する場合は，別途計上する。 

中埋コンクリート打設歩掛，コンクリートポンプ車の運転経費は，次表を標準とする。

表8.6 中埋コンクリート打設歩掛 （10ｍ3当り）

名 称 規 格 単位 数量 

潜 か ん 世 話 役 人 0.15 

潜 か ん 工 〃 0.15 

コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装・ブーム式 
圧送能力90～110m3/h 日 0.11 

（注）コンクリートポンプ車圧送のスランプ値及び粗骨材の最大寸法は,次表の

とおりとする。 

表 8.7 コンクリートポンプ車圧送のコンクリートの標準範囲

スランプ（㎝） 
粗骨材の最大寸法

（㎜） 

18 ～ 21 25 以下 

（２） 中埋コンクリート打設量 

中埋コンクリートの使用量は，次式による。

中埋コンクリート使用量 ＝ 設計量×（１＋Ｋ） ……式８．２ 

設計量：作業室中埋コンクリート量（ｍ３） 

   Ｋ：ロス率 

表8.8 ロス率(Ｋ) 

K：ロス率 ＋0.04 

（３）ブローパイプバルブ調整

ケーソン１基当りのブローパイプのバルブ調整は，次表を標準とする。 

表8.9 ブローパイプバルブ調整 （１基当り）

名       称 単  位 数   量

潜 か ん 工 人 6.3

諸 雑 費 率 ％ 21 

(注) 1. バルブ調整は中埋コンクリートの打設量に関係ない。 

2. 諸雑費はボールバルブ，フランジの費用であり，労務費の合計額に

上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

８－４－５ コンタクトグラウト打設 

コンタクトグラウト打設が必要な場合は，別途計上する。 

３

9



① 601① 601 Ⅱ−3−④−10 ①  607①  607 Ⅱ−3−④−9



① 602① 602 Ⅱ−3−④−11 ①  608①  608 Ⅱ−3−④−10



① 603① 603 Ⅱ−3−④−12 ①  609①  609 Ⅱ−3−④−11



① 604① 604 Ⅱ−3−④−13
Ⅱ-3-④-13



① 605① 605 Ⅱ−3−④−14Ⅱ-3-④-14 



① 606① 606 Ⅱ−3−④−15

Ⅱ-3-④-15



① 607① 607 Ⅱ−3−④−16

Ⅱ-3-④-16



① 608① 608 Ⅱ−3−④−17 ①  612①  612 Ⅱ−3−④−14

5． 労務単価は，賃金対象時間が８時間である為，労務単価の補正において，労務費調整

　係数等の指定を次のとおり行うこと。〔労務費調整係数＝ 1.063, 超過時間＝０〕



① 609① 609 Ⅱ−3−④−18

①  613①  613 Ⅱ−3−④−15

（注）労務単価は，２交替制で１組の賃金対象時間が11時間である為，労務費調整係数等の指定を

　　　次のとおり行うこと。〔労務費調整係数＝1.136，超過時間＝3.0〕

Ⅱ-3-④-18

（４）足場材設置・撤去 100 掛ｍ2当り単価表

施工歩掛コード

WB231400 

WB231420 

WB231440 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

土 木 一 般 世 話 役 人 表8.5 

と び 工 〃 〃 

普 通 作 業 員 〃 〃 

クローラクレーン

運 転

油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・

排出ガス対策型(第1次基準値)

50t吊

日 表8.5，機械賃料 

諸 雑 費 式 1

計

（５）足場材賃料一式当り単価表 

施工歩掛コード

WB231410 

WB231430 

WB231450 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

足 場 材 賃 料 手摺先行型枠組 足場 式 １
式8.1 

（必要数量計上） 

諸 雑 費 式 １ 

計

（６）送気用設備運転１日当り単価表（２交替） 

施工歩掛コード WB231230 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

特 殊 作 業 員 人 
1(人)×2(2方)
×11／8(h) 

表5.3 
(数量×供用日数)

電 工 〃 
1(人)×2(2方)
×11／8(h) 

〃 

電 力 量
(空気圧縮機用 )

kWh
 86kWh（50Hz）
110kWh（60Hz）

数量×延運転時間 

電 力 量
(クーリングタワー用)

〃 0.91kWh
必要に応じて別途計
上 
数量×延運転時間

電 力 量
(循環水ポンプ用) 〃 5.3kWh 〃 

諸 雑 費 式 1 

計 

６

Ⅱ-3-④-18

（４）足場材設置・撤去 100 掛ｍ2当り単価表 

施工歩掛コード

WB231400 

WB231420 

WB231440 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

土 木 一 般 世 話 役 人 表8.5 

と び 工 〃 〃 

普 通 作 業 員 〃 〃 

クローラクレーン

運 転

油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・

排出ガス対策型(第1次基準値)

50t吊

日 表8.5，機械賃料 

諸 雑 費 式 1

計

（５）足場材賃料一式当り単価表

施工歩掛コード

WB231410 

WB231430 

WB231450 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

足 場 材 賃 料 手摺先行型枠組 足場 式 １
式8.1 

（必要数量計上） 

諸 雑 費 式 １ 

計

（６）送気用設備運転１日当り単価表（２交替） 

施工歩掛コード WB231230 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

特 殊 作 業 員 人 
1(人)×2(2方)
×11／8(h) 

表5.3 
(数量×供用日数)

電 工 〃 
1(人)×2(2方)
×11／8(h) 

〃 

電 力 量
(空気圧縮機用 )

kWh
 86kWh（50Hz）
110kWh（60Hz）

数量×延運転時間 

電 力 量
(クーリングタワー用)

〃 0.91kWh
必要に応じて別途計
上 
数量×延運転時間

電 力 量
(循環水ポンプ用) 〃 5.3kWh 〃 

諸 雑 費 式 1 

計 

Ⅱ-3-④-18

（４）足場材設置・撤去 100 掛ｍ2当り単価表 

施工歩掛コード

WB231400 

WB231420 

WB231440 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

土 木 一 般 世 話 役 人 表8.5 

と び 工 〃 〃 

普 通 作 業 員 〃 〃 

クローラクレーン

運 転

油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・

排出ガス対策型(第1次基準値)

50t吊

日 表8.5，機械賃料 

諸 雑 費 式 1

計

（５）足場材賃料一式当り単価表 

施工歩掛コード

WB231410 

WB231430 

WB231450 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要 

足 場 材 賃 料 手摺先行型枠組 足場 式 １ 
式8.1 

（必要数量計上） 

諸 雑 費 式 １ 

計

（６）送気用設備運転１日当り単価表（２交替） 

施工歩掛コード WB231230 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

特 殊 作 業 員 人 
1(人)×2(2方)
×11／8(h) 

表5.3 
(数量×供用日数)

電 工 〃 
1(人)×2(2方)
×11／8(h) 

〃 

電 力 量
(空気圧縮機用 )

kWh
 86kWh（50Hz）
110kWh（60Hz）

数量×延運転時間 

電 力 量
(クーリングタワー用)

〃 0.91kWh
必要に応じて別途計
上 
数量×延運転時間

電 力 量
(循環水ポンプ用) 〃 5.3kWh 〃 

諸 雑 費 式 1 

計 



① 610① 610 Ⅱ−3−④−19

①  613①  613 Ⅱ−3−④−15

（注）労務単価は，２交替制で１組の賃金対象時間が11時間である為，労務費調整係数等の指定を

　　　次のとおり行うこと。〔労務費調整係数＝1.136，超過時間＝3.0〕

①  613①  613 Ⅱ−3−④−15

（注）労務単価は，２交替制で１組の賃金対象時間が11時間である為，労務費調整係数等の指定を

　　　次のとおり行うこと。〔労務費調整係数＝1.136，超過時間＝3.0〕

７

Ⅱ-3-④-19

（７）水荷重（ポンプによる注排水）作業１ｔ当り単価表

施工歩掛コード WB231250 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

特 殊 作 業 員 人 0.02 表8.4 

工事用水中モータ
ポ ン プ 運 転

普通型(潜水ポンプ)
φ100 

日 
必要日数計上 
機械損料 

諸 雑 費 式 1 

計 

（８）中埋コンクリート打設10m3当り単価表

施工歩掛コード WB231390 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要 

潜 か ん 世 話 役 人 0.15 表8.6 

潜 か ん 工 人 0.15 〃 

コンクリートポンプ車

運 転

ﾄ ﾗ ｯ ｸ 架 装 ・ ブ ー ム 式

圧 送 能 力 9 0～ 1 1 0 m 3 / h
日 0.11 表8.6,機械損料 

コ ン ク リ ー ト ㎥ 10.4 式8.2 

諸 雑 費 式 1 

計 

（９）ブローパイプバルブ調整ケーソン１基当り単価表

施工歩掛コード WB231240 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

潜 か ん 工 人 6.3 表8.9 

諸 雑 費 式 1 〃 

計 

（10）艤装設備組立・解体１艤装１リフト（ロット）当り単価表 

施工歩掛コード WB231270 

名    称 規    格 単位 数 量 摘    要

土 木 一般世 話役 人 1.0 表9.3

潜 か ん 工 〃 3.0 〃

溶 接 工 〃 5.5 〃

クローラクレーン

運 転

油圧駆動式ウインチ･
ラチスジブ型・ 
排出ガス対策型（第１次基
準値）50ｔ吊 

日 1.0 表9.3,機械賃料 

諸 雑 費 式 1 表9.3 

計 

９

10

9



① 611① 611 Ⅱ−3−④−20 ①  614①  614 Ⅱ−3−④−16

11

12

13



① 612① 612 Ⅱ−3−④−21 ①  615①  615 Ⅱ−3−④−17

16

17

15

14



① 613① 613 Ⅱ−3−④−22 ①  616①  616 Ⅱ−3−④−18

19

20

21

18



① 614① 614 Ⅱ−3−④−23

①  617①  617 Ⅱ－3－④－19

22

ク ロ ー ラ ク レ ー ン
（ 艤 装 ・ 足 場 用 ）

コンクリートポンプ
車

トラック架装・ブーム式
圧送能力90～110㎥/h

機-18
運転労務数量→1.00
燃料消費量→98
機械損料数量→1.00

（艤装）→61
（足場）→60



① 615① 615 Ⅱ−3−⑤−1 ①  618①  618 Ⅱ－3－⑤－1

コ

ネ

ク

タ

取

付

け

　本資料は，橋梁下部等における杭径 800 ～ 1,200 ㎜の鋼管矢板による基礎工事のうち , 仮締切兼用方式 ( 打撃

工法 )に適用する ｡



① 616① 616 Ⅱ−3−⑤−2 ①  619①  619 Ⅱ−3−⑤−2



① 617① 617 Ⅱ−3−⑤−3 ①  620①  620 Ⅱ−3−⑤−3

１．βについては杭長にて決定，Ｔaについては打込長にて決定すること。

２．杭10本当り施工日数（Ｔd）は，小数第２位を四捨五入して１位止めとする。

（人／台・日）

（表 4.2）

（表 4.3）

（表 4.4）

1 以上 20 未満

（α）



① 618① 618 Ⅱ−3−⑤−4 ①  621①  621 Ⅱ−3−⑤−4

（β）

（日）



①  619①  619 Ⅱ−3−⑤−5 ① 622① 622 Ⅱ－3－⑤－5

8

0

27

8

125

令和3年4月1日一部改正

（注�）諸雑費は，溶接棒（ワイヤ），足場材の費用，電気溶接機損料，電力に関す

る経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として

計上する。

本歩掛には，管内掘削後のスライム処理を含む。

使用数量

使用数量は，次式による。

使用数量（㎥）＝設計数量×（１＋Ｋ）……式４．１



① 620① 620 Ⅱ−3−⑤−6 ①  623①  623 Ⅱ−3−⑤−6



①  621①  621 Ⅱ−3−⑤−7 ① 624① 624 Ⅱ－3－⑤－7

8

18

27

8

25

令和3年4月1日一部改正

使用数量

使用数量は，次式による。

使用数量（㎥）＝設計数量×（１＋Ｋ）……式４．３



①  622①  622 Ⅱ−3−⑤−8 ① 625① 625 Ⅱ－3－⑤－8

0.9

2.4

2.8

0.7

11

令和3年4月1日一部改正

使用数量

使用数量は，次式による。

使用数量（㎥）＝設計数量×（１＋Ｋ）……式４．４

本歩掛は，設置及び撤去の合計であり，構成は設置 65％，撤去 35％である。

使用数量

使用数量は，次式による。

使用数量（㎥）＝設計数量×（１＋Ｋ）……式４．５



① 623① 623 Ⅱ−3−⑤−9 ①  626①  626 Ⅱ−3−⑤−9

プレートブラケット方式によるコネクタ取付けの歩掛は，次表を標準とする。



①  624①  624 Ⅱ−3−⑤−10 ①  627①  627 Ⅱ−3−⑤−10

（人／日）



① 625① 625 Ⅱ−3−⑤−11 ①  628①  628 Ⅱ−3−⑤−11

板厚

（日／ 10 本）



① 626① 626 Ⅱ−3−⑤−12 ①  629①  629 Ⅱ−3−⑤−12

必要数量計上



① 627① 627 Ⅱ−3−⑤−13 ①  630①  630 Ⅱ−3−⑤−13



① 628① 628 Ⅱ−3−⑤−14 ①  631①  631 Ⅱ−3−⑤−14



①  629①  629 Ⅱ−3−⑤−15 ①  632①  632 Ⅱ−3−⑤−15



① 630① 630 Ⅱ−3−⑤−16 ①  633①  633 Ⅱ−3−⑤−16



① 631① 631 Ⅱ−3−⑤−17 ①  634①  634 Ⅱ−3−⑤−17

機械賃料数量→ 1.30



① 632① 632 Ⅱ−3−⑤−18 ①  635①  635 Ⅱ−3−⑤−18



① 633① 633 Ⅱ−3−⑤−19 ①  636①  636 Ⅱ−3−⑤−19



① 634① 634 Ⅱ−3−⑤−20 ①  637①  637 Ⅱ−3−⑤−20



① 635① 635 Ⅱ−3−⑤−21 ①  638①  638 Ⅱ−3−⑤−21



① 636① 636 Ⅱ−3−⑤−22 ①  639①  639 Ⅱ−3−⑤−22



① 637① 637 Ⅱ−3−⑥−1 ①  640①  640 Ⅱ−3−⑥−1



① 638① 638 Ⅱ−3−⑥−2 ①  641①  641 Ⅱ−3−⑥−2



① 639① 639 Ⅱ−3−⑦−1 ①  642①  642 Ⅱ−3−⑦−1

コード番号 Ｓ 5 1 4 0

コード番号 Ｓ 5 1 4 0



① 640① 640 Ⅱ−3−⑧−1 ①  643①  643 Ⅱ−3−⑧−1



① 641① 641 Ⅱ−3−⑧−2 ①  644①  644 Ⅱ−3−⑧−2

コード番号 Ｓ 5 2 0 0



Ⅱ−3−①− ① 642① 642



Ⅱ−4−①− ① 643① 643

第 4 章　　コンクリート工

① コンクリート工･････････････････ Ⅱ- 4 - ① -  1
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Ⅱ−4−①− ①  644①  644



① 645① 645 Ⅱ−4−①−1 ①  647①  647 Ⅱ−4−①−1

※コンクリート構造物の分類については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。



① 646① 646 Ⅱ−4−①−2 ①  648①  648 Ⅱ−4−①−2



① 647① 647 Ⅱ−4−①−3 ①  649①  649 Ⅱ−4−①−3

※打設工法の選定については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。



① 648① 648 Ⅱ−4−①−4 ①  650①  650 Ⅱ−4−①−4

コード番号 ＳＰB 4 0 1



① 649① 649 Ⅱ−4−①−5 ①  651①  651 Ⅱ−4−①−5

原則として計上し

ないものとする。



① 650① 650 Ⅱ−4−①−6 ①  652①  652 Ⅱ−4−①−6

各種



① 651① 651 Ⅱ−4−①−7 ①  653①  653 Ⅱ−4−①−7



① 652① 652 Ⅱ−4−①−8 ①  654①  654 Ⅱ−4−①−8

（３）モルタルの材料費のみ計上する場合は，コード番号（S1935）により計上する。

コード番号 ＳＰＢ 4 0 5



①  653①  653 Ⅱ−4−①−9 ① 655① 655 Ⅱ－4－①－9

0.31 0.16 0.64

令和3年4月1日一部改正



①  654①  654 Ⅱ−4−①−10 ① 656① 656 Ⅱ－4－①－10

0.88 0.54 1.6

0.74 0.43 2.4

1.6 1.8 7.8

令和3年4月1日一部改正



①  655①  655 Ⅱ−4−①−11 ① 657① 657 Ⅱ－4－①－11

69

280

コード番号 Ｓ 1 9 1 1

コード番号 Ｓ 1 9 2 5

コード番号 Ｓ 1 9 2 5

コード番号 Ｓ 1 9 2 5

コード番号 Ｓ 8 5 8 1

令和3年4月1日一部改正



① 656① 656 Ⅱ−4−②−1 ① 658① 658 Ⅱ−4−②−1

　なお，適用範囲については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。



① 657① 657 Ⅱ−4−②−2 ①  659①  659 Ⅱ−4−②−2

コード番号 ＳＰB 4 3 1



① 658① 658 Ⅱ−4−②−3 ①  660①  660 Ⅱ−4−②−3



① 659① 659 Ⅱ−4−②−4 ①  661①  661 Ⅱ−4−②−4

コード番号 ＳＰA 5 1 9

コード番号 ＳＰA 5 2 0

コード番号 ＳＰB 4 3 5



① 660① 660 Ⅱ−4−②−5 ①  662①  662 Ⅱ−4−②−5



① 661① 661 Ⅱ−4−②−6 ①  663①  663 Ⅱ−4−②−6

コード番号 ＳＰB 4 4 1



① 662① 662 Ⅱ−4−③−1 ①  664①  664 Ⅱ−4−③−1



① 663① 663 Ⅱ−4−④−1 ①  665①  665 Ⅱ−4−④−1

施工高さ

①  665①  665 Ⅱ−4−④−1

図１－１ 張りコンクリートの例



①  664①  664 Ⅱ−4−④−2 ①  666①  666 Ⅱ－4－④－2

（注）

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設



①  665①  665 Ⅱ−4−④−3
①  667①  667 Ⅱ−4−④−3

（注）

①  667①  667 Ⅱ−4−④−3

（注）

①  667①  667 Ⅱ−4−④−3

（注）

①  667①  667 Ⅱ−4−④−3

（注）

①  667①  667 Ⅱ−4−④−3

（注）

①  667①  667 Ⅱ−4−④−3

（注）



① 666① 666 Ⅱ−4−④−4 ① 668① 668 Ⅱ−4−④−4

機械・規格は，次表を標準とする。

コンクリート

打 設

コンクリート

打 設

コンクリート打設



①  667①  667 Ⅱ−4−④−5 ① 669① 669 Ⅱ－4－④－5

2.5

2.1

1 .5

5.8
5.0

5.0
8.0

1.8

2.1

1 .

5

2.8

.8

1.5

5.
5.1

1.

0. 0
1.1

0.8

.2

1.0

1.

令和3年4月1日一部改正

7. バックホウ（クローラ型）は，賃料とする。



①  668①  668 Ⅱ−4−④−6 ① 670① 670 Ⅱ－4－④－6

0.21
0.56

0.09
0.31

令和3年4月1日一部改正

養生工（特殊養生）」による。なお，養生工（特殊養生）による場合の数量は，
次式による。



① 669① 669 Ⅱ−4−④−7 ① 671① 671 Ⅱ−4−④−7

コード番号 Ｓ 1 9 1 5

コード番号 Ｓ 1 9 1 6

コード番号 Ｓ 1 9 2 0

コード番号 Ｓ 1 9 2 1

コード番号 Ｓ 1 9 2 6



① 670① 670 Ⅱ−4−④−8 ①  672①  672 Ⅱ−4−④−8



Ⅱ−5−①− ① 671① 671
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Ⅱ−5−①− ① 672① 672
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3 　機種の選定････････････････ Ⅱ - 5 - ⑩ -  3
4 　製作・設置歩掛････････････ Ⅱ - 5 - ⑩ -  4
5 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑩ -  4
6 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑩ -  6

⑪ 仮橋・仮桟橋工････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -  1
3 　機種の選定････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -  2
4 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -  3
5 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -  9
6 　参 考 図･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑪ -13

⑫ 汚濁防止フェンス工････････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  1
3 　機種の選定････････････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  1
4 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  1
5 　使用材料･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  1
6 　内訳書及び単価表･･････････ Ⅱ - 5 - ⑫ -  2

⑬ 仮囲い設置・撤去工････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
⑬ -1　仮囲い設置・撤去工････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1

1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
3 　日当り編成人員････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
4 　日当り施工量･･････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
5 　諸 雑 費･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
6 　仮設材損料････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  1
7 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  2
8 　参考図（仮囲い概念図） ･････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  2

⑬ -2　雪寒仮囲い工･･････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  3
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  3
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  3
3 　仮囲いタイプ及び機種の選定･Ⅱ - 5 - ⑬ -  4
4 　設置・撤去歩掛････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  5
5 　養生工（Ｐタイプ，Ｗタイプ，ＰＷタイプ
　　共通）･････････････････ ‥‥Ⅱ - 5 - ⑬ -  6
6 　除 雪 工･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  6
7 　数量算出基準･･････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  7
8 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑬ -  9

⑭ 仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）
　　　　･･････････････････････････ Ⅱ - 5 - ⑭ -  1

1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑭ -  1



Ⅱ−5−①− ①  673①  673

2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑭ -  1
3 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑭ -  3
4 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑭ -  4

⑮　濁水処理工（一般土木工事）･････ Ⅱ - 5 - ⑮ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑮ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑮ -  1
3 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑮ -  1
4 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑮ -  3

⑯　敷鉄板設置・撤去工････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  1
3 　機種の選定････････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  1
4 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  2
5 　諸 雑 費･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  2
6 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑯ -  2

⑰　防塵処理工････････････････････ Ⅱ - 5 - ⑰ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑰ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑰ -  1
3 　機種の選定････････････････ Ⅱ - 5 - ⑰ -  1
4 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑰ -  1
5 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑰ -  3

⑱　仮設電力設備工････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  1
2 　工事用電力の区分･･････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  1
3 　仮設計画･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  1
4 　積算の手順････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  1
5 　商用電源方式と発電機方式の選定
　････････････････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  2
6 　基本料金･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  3
7 　仮設電力設備の構成････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -  5
8 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑱ -10

⑲　グラフによる標準的な仮設電力設備の積算
　　･･････････････････････････････ Ⅱ - 5 - ⑲ -  1

1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑲ -  1
2 　積　　算･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑲ -  1
3 　そ の 他･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑲ -  1

⑳　法面工（仮設用モルタル吹付工）･ Ⅱ - 5 - ⑳ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑳ -  1
2 　施工概要･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑳ -  1
3 　機種の選定････････････････ Ⅱ - 5 - ⑳ -  1
4 　施工歩掛･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑳ -  2

5 　材料の使用量･･････････････ Ⅱ - 5 - ⑳ -  2
6 　単 価 表･･････････････････ Ⅱ - 5 - ⑳ -  3

㉑　交通誘導警備員････････････････ Ⅱ - 5 - ㉑ -  1
1 　適用範囲･･････････････････ Ⅱ - 5 - ㉑ -  1
2 　計上区分･･････････････････ Ⅱ - 5 - ㉑ -  1
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① 675① 675 Ⅱ−5−①−1 ①  677①  677 Ⅱ−5−①−1

（運搬路等の補修については，土木工事標準積算基準[Ⅲ]を参照のこと。）

ヌ． 工事のための除雪に係る費用（実績により精算する。）



① 676① 676 Ⅱ−5−①−2 ①  678①  678 Ⅱ−5−①−2

なお，年度を越えて存置する場合等の取り扱いについては，土木工事標準積算基準[Ⅲ ]を参照のこと。

４．作業日当り標準施工量から在場期間を算出する場合は，対象となる工種の設計数量を作業日当
り標準施工量で除して算出した実作業日数に不稼働率1.646を乗じた在場期間とする。

①  678①  678 Ⅱ−5−①−2

なお，年度を越えて存置する場合等の取り扱いについては，土木工事標準積算基準[Ⅲ ]を参照のこと。

４．作業日当り標準施工量から在場期間を算出する場合は，対象となる工種の設計数量を作業日当
り標準施工量で除して算出した実作業日数に不稼働率1.646を乗じた在場期間とする。

スクラップ控除は、全ての間接費の対象外とする。



① 677① 677 Ⅱ−5−①−3 ①  679①  679 Ⅱ−5−①−3

なお，賃料計上限度額については，土木工事標準積算基準[Ⅲ ]を参照のこと。



① 678① 678 Ⅱ−5−①−4 ①  680①  680 Ⅱ−5−①−4



① 679① 679 Ⅱ−5−①−5

①  681①  681 Ⅱ−5−①−5



① 680① 680 Ⅱ−5−①−6 ①  682①  682 Ⅱ−5−①−6



① 681① 681 Ⅱ−5−①−7 ①  683①  683 Ⅱ−5−①−7



① 682① 682 Ⅱ−5−②−1 ①  684①  684 Ⅱ−5−②−1

なお，広幅鋼矢板の引抜き（バイブロハンマ）については，土木工事標準積算基準[Ⅲ ]を参照のこと。



① 683① 683 Ⅱ−5−②−2 ①  685①  685 Ⅱ−5−②−2



① 684① 684 Ⅱ−5−②−3 ①  686①  686 Ⅱ−5−②−3



① 685① 685 Ⅱ−5−②−4 ①  687①  687 Ⅱ−5−②−4

（2機種以上となる場合の取扱いは，土木工事標準積算基準[Ⅲ ]を参照のこと。）



① 686① 686 Ⅱ−5−②−5 ①  688①  688 Ⅱ−5−②−5



① 687① 687 Ⅱ−5−②−6 ①  689①  689 Ⅱ−5−②−6



① 688① 688 Ⅱ−5−②−7 ①  690①  690 Ⅱ−5−②−7



① 689① 689 Ⅱ−5−②−8 ①  691①  691 Ⅱ−5−②−8



① 690① 690 Ⅱ−5−②−9 ①  692①  692 Ⅱ−5−②−9



① 691① 691 Ⅱ−5−②−10 ①  693①  693 Ⅱ−5−②−10



① 692① 692 Ⅱ−5−②−11 ①  694①  694 Ⅱ−5−②−11



① 693① 693 Ⅱ−5−②−12 ①  695①  695 Ⅱ−5−②−12



① 694① 694 Ⅱ−5−②−13 ①  696①  696 Ⅱ−5−②−13



① 695① 695 Ⅱ−5−②−14 ①  697①  697 Ⅱ−5−②−14



① 696① 696 Ⅱ−5−②−15 ①  698①  698 Ⅱ−5−②−15



① 697① 697 Ⅱ−5−②−16 ①  699①  699 Ⅱ−5−②−16



① 698① 698 Ⅱ−5−②−17 ①  700①  700 Ⅱ−5−②−17



① 699① 699 Ⅱ−5−②−18 ①  701①  701 Ⅱ−5−②−18

6,270

8,090

6,610

8,360

12,200

23,700

30,200

43,100

61,700



① 700① 700 Ⅱ−5−②−19 ①  702①  702 Ⅱ−5−②−19



① 701① 701 Ⅱ−5−②−20
①  703①  703 Ⅱ−5−②−20



① 702① 702 Ⅱ−5−②−21 ①  704①  704 Ⅱ−5−②−21

水上施工の場合は，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上すること。

コード番号  S 5 5 0 0



① 703① 703 Ⅱ−5−②−22 ①  705①  705 Ⅱ－5－②－22

水上施工の場合は，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上すること。

コード番号  S 5 5 1 0



① 704① 704 Ⅱ−5−②−23 ①  706①  706 Ⅱ−5−②−23



① 705① 705 Ⅱ−5−②−24 ①  707①  707 Ⅱ−5−②−24



① 706① 706 Ⅱ−5−②−25 ①  708①  708 Ⅱ−5−②−25



① 707① 707 Ⅱ−5−②−26 ①  709①  709 Ⅱ−5−②−26



① 708① 708 Ⅱ−5−②−27 ①  710①  710 Ⅱ−5−②−27



① 709① 709 Ⅱ−5−②−28 ①  711①  711 Ⅱ−5−②−28

６．

（小数第１位四捨五入、整数止めとする。）

①  711①  711 Ⅱ−5−②−28

６．



① 710① 710 Ⅱ−5−②−29 ①  712①  712 Ⅱ−5−②−29



① 711① 711 Ⅱ−5−②−30 ①  713①  713 Ⅱ−5−②−30



① 712① 712 Ⅱ−5−②−31 ①  714①  714 Ⅱ−5−②−31



① 713① 713 Ⅱ−5−②−32 ①  715①  715 Ⅱ−5−②−32



① 714① 714 Ⅱ−5−②−33 ①  716①  716 Ⅱ−5−②−33



① 715① 715 Ⅱ−5−②−34 ①  717①  717 Ⅱ−5−②−34



① 716① 716 Ⅱ−5−②−35 ①  718①  718 Ⅱ−5−②−35



① 717① 717 Ⅱ−5−②−36 ①  719①  719 Ⅱ−5−②−36



① 718① 718 Ⅱ−5−②−37 ①  720①  720 Ⅱ−5−②−37



① 719① 719 Ⅱ−5−②−38 ①  721①  721 Ⅱ−5−②−38



① 720① 720 Ⅱ−5−②−39 ①  722①  722 Ⅱ−5−②−39

また，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上する。

コード番号 Ｓ 5 5 2 9



① 721① 721 Ⅱ−5−②−40 ①  723①  723 Ⅱ−5−②−40

また，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上する。

コード番号 Ｓ 5 5 3 5

コード番号 Ｓ 5 5 3 3



① 722① 722 Ⅱ−5−②−41 ①  724①  724 Ⅱ−5−②−41

また，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上する。

コード番号 Ｓ 5 5 3 0



① 723① 723 Ⅱ−5−②−42 ①  725①  725 Ⅱ−5−②−42

また，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上する。

コード番号 Ｓ 5 5 3 6



① 724① 724 Ⅱ−5−②−43 ①  726①  726 Ⅱ−5−②−43

また，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上する。

コード番号 Ｓ 5 5 3 2



① 725① 725 Ⅱ−5−②−44 ①  727①  727 Ⅱ−5−②−44

また，必要に応じて繋船費及び回航費用を共通仮設費に計上する。

コード番号 Ｓ 5 5 3 1



① 726① 726 Ⅱ−5−②−45 ①  728①  728 Ⅱ−5−②−45



① 727① 727 Ⅱ−5−②−46 ①  729①  729 Ⅱ−5−②−46

プレボーリング

　本資料は，プレボーリング工法によるＨ形鋼の施工（打込み）に適用する。

①  729①  729 Ⅱ−5−②−46

①  729①  729 Ⅱ−5−②−46

１

１

①  730①  730 Ⅱ－5－②－47

５

１

２

２



① 728① 728 Ⅱ−5−②−47

①  730①  730 Ⅱ－5－②－47

５

①  731①  731 Ⅱ－5－②－48



① 729① 729 Ⅱ−5−②−48

①  731①  731 Ⅱ－5－②－48

①  732①  732 Ⅱ−5−②−49

１

１

２

①  733①  733 Ⅱ－5－②－50

３



① 730① 730 Ⅱ−5−②−49

①  733①  733 Ⅱ－5－②－50

４ ５

４

５

６



① 731① 731 Ⅱ−5−②−50 ①  736①  736 Ⅱ−5−②−53

コード番号 Ｓ 5 5 5 0

コード番号 Ｓ 5 5 5 1

５.

①  736①  736 Ⅱ−5−②−53

コード番号 Ｓ 5 5 5 0

コード番号 Ｓ 5 5 5 1
1

①  738①  738 Ⅱ－5－②－55

２



① 732① 732 Ⅱ−5−③−1 ①  739①  739 Ⅱ−5−③−1



① 733① 733 Ⅱ−5−③−2 ①  740①  740 Ⅱ−5−③−2



① 734① 734 Ⅱ−5−③−3 ①  741①  741 Ⅱ−5−③−3



① 735① 735 Ⅱ−5−③−4 ①  742①  742 Ⅱ−5−③−4

コード番号 Ｓ 5 5 2 0



① 736① 736 Ⅱ−5−④−1 ①  743①  743 Ⅱ−5−④−1



① 737① 737 Ⅱ−5−④−2 ①  744①  744 Ⅱ−5−④−2



① 738① 738 Ⅱ−5−④−3 ①  745①  745 Ⅱ−5−④−3

単位

コード番号 Ｓ 5 5 4 0



① 739① 739 Ⅱ−5−⑤−1 ①  746①  746 Ⅱ−5−⑤−1



① 740① 740 Ⅱ−5−⑤−2 ①  747①  747 Ⅱ−5−⑤−2



① 741① 741 Ⅱ−5−⑤−3 ①  748①  748 Ⅱ−5−⑤−3



① 742① 742 Ⅱ−5−⑤−4 ①  749①  749 Ⅱ−5−⑤−4



① 743① 743 Ⅱ−5−⑥−1 ①  750①  750 Ⅱ−5−⑥−1

　なお，鋼矢板二重締切の中詰土，仮締切用タイロッド及びタイロープ等については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕

についても参照のこと。



① 744① 744 Ⅱ−5−⑥−2 ①  751①  751 Ⅱ−5−⑥−2



① 745① 745 Ⅱ−5−⑥−3 ①  752①  752 Ⅱ−5−⑥−3



① 746① 746 Ⅱ−5−⑥−4 ①  753①  753 Ⅱ−5−⑥−4



① 747① 747 Ⅱ−5−⑥−5 ①  754①  754 Ⅱ−5−⑥−5



① 748① 748 Ⅱ−5−⑥−6 ①  755①  755 Ⅱ−5−⑥−6

コード番号 Ｓ 5 6 0 0



① 749① 749 Ⅱ−5−⑥−7 ①  756①  756 Ⅱ−5−⑥−7

コード番号 Ｓ 5 6 0 0

コード番号 Ｓ 5 6 0 0

コード番号 Ｓ 5 6 0 0

コード番号 Ｓ 5 6 0 0



① 750① 750 Ⅱ−5−⑥−8 ①  757①  757 Ⅱ−5−⑥−8

コード番号 Ｓ 5 6 0 0

コード番号 Ｓ 5 6 0 0

コード番号 Ｓ 5 6 0 0



① 751① 751 Ⅱ−5−⑥−9 ①  758①  758 Ⅱ−5−⑥−9



① 752① 752 Ⅱ−5−⑦−1 ①  759①  759 Ⅱ−5−⑦−1



① 753① 753 Ⅱ−5−⑦−2 ①  760①  760 Ⅱ−5−⑦−2

４．安全ネットの設置基準は以下とする。

①設置する場合

・地上高４ｍ以上の作業で物の落下等により一般通行に危険を及ぼす可能性がある場合。

②必要に応じて設置する場合

・地上高４ｍ以下の作業での物の落下等により一般通行に危険を及ぼす可能性がある場合。

・作業現場内において，物の落下等により作業員に危険を及ぼす可能性があり，必要と判断される場合。

③不要の場合

・上記以外

コード番号 Ｓ 1 9 4 0



① 754① 754 Ⅱ−5−⑦−3 ①  761①  761 Ⅱ−5−⑦−3



① 755① 755 Ⅱ−5−⑦−4 ①  762①  762 Ⅱ−5−⑦−4



① 756① 756 Ⅱ−5−⑦−5 ①  763①  763 Ⅱ−5−⑦−5



① 757① 757 Ⅱ−5−⑦−6 ①  764①  764 Ⅱ−5−⑦−6

コード番号 Ｓ 1 9 4 2



① 758① 758 Ⅱ−5−⑧−1 ①  765①  765 Ⅱ−5−⑧−1



① 759① 759 Ⅱ−5−⑧−2 ①  766①  766 Ⅱ−5−⑧−2



① 760① 760 Ⅱ−5−⑧−3 ①  767①  767 Ⅱ−5−⑧−3

コード番号 Ｓ 5 6 1 5
Ｓ 5 6 2 0

コード番号 Ｓ 5 6 2 1



① 761① 761 Ⅱ−5−⑧−4 ①  768①  768 Ⅱ−5−⑧−4



① 762① 762 Ⅱ−5−⑨−1 ①  769①  769 Ⅱ−5−⑨−1



① 763① 763 Ⅱ−5−⑨−2 ①  770①  770 Ⅱ−5−⑨−2



① 764① 764 Ⅱ−5−⑨−3 ①  771①  771 Ⅱ−5−⑨−3



① 765① 765 Ⅱ−5−⑨−4 ①  772①  772 Ⅱ−5−⑨−4

コード番号 Ｓ 5 6 3 0

コード番号 Ｓ 5 6 3 2



① 766① 766 Ⅱ−5−⑨−5 ①  773①  773 Ⅱ−5−⑨−5

コード番号 Ｓ 5 6 3 3



① 767① 767 Ⅱ−5−⑩−1 ①  774①  774 Ⅱ−5−⑩−1



① 768① 768 Ⅱ−5−⑩−2 ①  775①  775 Ⅱ−5−⑩−2

コード番号 Ｓ 5 6 4 0

コード番号 Ｓ 5 6 3 9

令和４年 7 月 5 日以降起工適用



① 769① 769 Ⅱ−5−⑩−3 ①  776①  776 Ⅱ−5−⑩−3



① 770① 770 Ⅱ−5−⑩−4 ①  777①  777 Ⅱ−5−⑩−4



① 771① 771 Ⅱ−5−⑩−5 ①  778①  778 Ⅱ−5−⑩−5



① 772① 772 Ⅱ−5−⑩−6 ①  779①  779 Ⅱ−5−⑩−6

コード番号 Ｓ 5 7 1 0

コード番号 Ｓ 5 7 1 0



①  773①  773 Ⅱ−5−⑩−7 ①  780①  780 Ⅱ−5−⑩−7

コード番号 Ｓ 5 7 0 0

コード番号 Ｓ 5 7 0 5



① 774① 774 Ⅱ−5−⑩−8 ①  781①  781 Ⅱ−5−⑩−8

コード番号 Ｓ 5 7 0 5



① 775① 775 Ⅱ−5−⑪−1 ①  782①  782 Ⅱ−5−⑪−1

　なお，損料等については，土木工事標準積算基準〔Ⅲ〕についても参照のこと。



① 776① 776 Ⅱ−5−⑪−2 ①  783①  783 Ⅱ−5−⑪−2



① 777① 777 Ⅱ−5−⑪−3 ①  784①  784 Ⅱ−5−⑪−3



① 778① 778 Ⅱ−5−⑪−4 ①  785①  785 Ⅱ−5−⑪−4



① 779① 779 Ⅱ−5−⑪−5 ①  786①  786 Ⅱ−5−⑪−5



① 780① 780 Ⅱ−5−⑪−6 ①  787①  787 Ⅱ−5−⑪−6



① 781① 781 Ⅱ−5−⑪−7 ①  788①  788 Ⅱ−5−⑪−7



① 782① 782 Ⅱ−5−⑪−8 ①  789①  789 Ⅱ−5−⑪−8



① 783① 783 Ⅱ−5−⑪−9 ①  790①  790 Ⅱ−5−⑪−9

コード番号 Ｓ 5 6 5 0

コード番号 Ｓ 5 6 5 1

コード番号 Ｓ 5 6 5 2
Ｓ 5 6 5 7



① 784① 784 Ⅱ−5−⑪−10 ①  791①  791 Ⅱ−5−⑪−10

コード番号 Ｓ 5 6 5 3

コード番号 Ｓ 5 6 6 2

コード番号 Ｓ 5 6 6 3



① 785① 785 Ⅱ−5−⑪−11 ①  792①  792 Ⅱ−5−⑪−11

コード番号 Ｓ 5 6 5 9

コード番号 Ｓ 5 6 6 0



① 786① 786 Ⅱ−5−⑪−12 ①  793①  793 Ⅱ−5−⑪−12



① 787① 787 Ⅱ−5−⑪−13 ①  794①  794 Ⅱ−5−⑪−13



① 788① 788 Ⅱ−5−⑫−1 ①  795①  795 Ⅱ−5−⑫−1



① 789① 789 Ⅱ−5−⑫−2 ①  796①  796 Ⅱ−5−⑫−2

（注）フェンス賃料は，使用日数分の賃料とする。



① 790① 790 Ⅱ−5−⑬−1 ①  797①  797 Ⅱ−5−⑬−1



① 791① 791 Ⅱ−5−⑬−2 ①  798①  798 Ⅱ−5−⑬−2

８．

コード番号 Ｓ 5 6 6 5



① 792① 792 Ⅱ−5−⑬−3 ①  799①  799 Ⅱ−5−⑬−3



① 793① 793 Ⅱ−5−⑬−4 ①  800①  800 Ⅱ−5−⑬−4



① 794① 794 Ⅱ−5−⑬−5 ①  801①  801 Ⅱ−5−⑬−5

４． 設置・撤去歩掛



① 795① 795 Ⅱ−5−⑬−6 ①  802①  802 Ⅱ−5−⑬−6

５． 養生工（Ｐタイプ，Ｗタイプ，ＰＷタイプ共通）

５



① 796① 796 Ⅱ−5−⑬−7 ①  803①  803 Ⅱ−5−⑬−7



① 797① 797 Ⅱ−5−⑬−8 ①  804①  804 Ⅱ−5−⑬−8



① 798① 798 Ⅱ−5−⑬−9 ①  805①  805 Ⅱ−5−⑬−9

③



① 799① 799 Ⅱ−5−⑬−10 ①  806①  806 Ⅱ−5−⑬−10



① 800① 800 Ⅱ−5−⑭−1 ①  807①  807 Ⅱ−5−⑭−1



① 801① 801 Ⅱ−5−⑭−2 ①  808①  808 Ⅱ−5−⑭−2



① 802① 802 Ⅱ−5−⑭−3 ①  809①  809 Ⅱ−5−⑭−3



① 803① 803 Ⅱ−5−⑭−4 ①  810①  810 Ⅱ−5−⑭−4

コード番号 Ｓ 5 6 4 1



① 804① 804 Ⅱ−5−⑮−1 ①  811①  811 Ⅱ−5−⑮−1



① 805① 805 Ⅱ−5−⑮−2 ①  812①  812 Ⅱ−5−⑮−2



① 806① 806 Ⅱ−5−⑮−3 ①  813①  813 Ⅱ−5−⑮−3



① 807① 807 Ⅱ−5−⑯−1 ①  814①  814 Ⅱ−5−⑯−1



① 808① 808 Ⅱ−5−⑯−2 ①  815①  815 Ⅱ−5−⑯−2

４－１　編　成　人　員

４－２　日 当 た り 施 工 量

コード番号 Ｓ 5 7 3 0



① 809① 809 Ⅱ−5−⑯−3 ①  816①  816 Ⅱ−5−⑯−3

コード番号 Ｓ 5 7 3 0



① 810① 810 Ⅱ−5−⑰−1 ①  817①  817 Ⅱ−5−⑰−1



① 811① 811 Ⅱ−5−⑰−2 ①  818①  818 Ⅱ−5−⑰−2



① 812① 812 Ⅱ−5−⑰−3 ①  819①  819 Ⅱ−5−⑰−3



① 813① 813 Ⅱ−5−⑱−1 ①  820①  820 Ⅱ−5−⑱−1

　　その他「電気供給約款（東北電力株式会社）」によるものとする。



① 814① 814 Ⅱ−5−⑱−2 ①  821①  821 Ⅱ−5−⑱−2

必要額を算出する。



① 815① 815 Ⅱ−5−⑱−3 ①  822①  822 Ⅱ−5−⑱−3

東北電力株式会社

の約款



① 816① 816 Ⅱ−5−⑱−4 ①  823①  823 Ⅱ−5−⑱−4



① 817① 817 Ⅱ−5−⑱−5 ①  824①  824 Ⅱ−5−⑱−5



① 818① 818 Ⅱ−5−⑱−6 ①  825①  825 Ⅱ−5−⑱−6



① 819① 819 Ⅱ−5−⑱−7 ①  826①  826 Ⅱ−5−⑱−7



① 820① 820 Ⅱ−5−⑱−8 ①  827①  827 Ⅱ−5−⑱−8



① 821① 821 Ⅱ−5−⑱−9 ①  828①  828 Ⅱ−5−⑱−9



① 822① 822 Ⅱ−5−⑱−10 ①  829①  829 Ⅱ−5−⑱−10

８．

コード番号 Ｓ 5 7 3 5



① 823① 823 Ⅱ−5−⑱−11 ①  830①  830 Ⅱ−5−⑱−11

コード番号 Ｓ 5 7 3 6



① 824① 824 Ⅱ−5−⑱−12 ①  831①  831 Ⅱ−5−⑱−12

コード番号 Ｓ 5 7 3 7



① 825① 825 Ⅱ−5−⑱−13 ①  832①  832 Ⅱ−5−⑱−13

コード番号 Ｓ 5 7 3 8

コード番号 Ｓ 5 7 3 9



① 826① 826 Ⅱ−5−⑱−14 ①  833①  833 Ⅱ−5−⑱−14

コード番号 Ｓ 5 7 4 0



① 827① 827 Ⅱ−5−⑱−15 ①  834①  834 Ⅱ−5−⑱−15

コード番号 Ｓ 5 7 4 1



① 828① 828 Ⅱ−5−⑱−16 ①  835①  835 Ⅱ−5−⑱−16

コード番号 Ｓ 5 7 4 2

コード番号 Ｓ 5 7 4 3



① 829① 829 Ⅱ−5−⑱−17 ①  836①  836 Ⅱ−5−⑱−17

コード番号 Ｓ 5 7 4 4



① 830① 830 Ⅱ−5−⑱−18 ①  837①  837 Ⅱ−5−⑱−18

コード番号 Ｓ 5 7 4 5



① 831① 831 Ⅱ−5−⑲−1 ①  838①  838 Ⅱ−5−⑲−1



① 832① 832 Ⅱ−5−⑲−2

Ⅱ-5-⑲-2 



① 833① 833 Ⅱ−5−⑲−3

Ⅱ-5-⑲-3 



① 834① 834 Ⅱ−5−⑳−1 ①  841①  841 Ⅱ−5−⑳−1



① 835① 835 Ⅱ−5−⑳−2 ①  842①  842 Ⅱ−5−⑳−2

④



① 836① 836 Ⅱ−5−⑳−3 ①  843①  843 Ⅱ−5−⑳−3

コード番号 Ｓ 5 7 5 0



① 837① 837 Ⅱ−5−㉑−1 ①  844①  844 Ⅱ−5−㉑−1

Ⅱ-5-㉑-1 

㉑ 交通誘導警備員 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，交通誘導警備員及び機械の誘導員等の交通管理を行う場合に適用する。 

２． 計 上 区 分 

（イ）当該工事の制約条件を勘案した交通規制パターン等による１日当たりの交通誘導警備員の配置人員をもとに，

工事期間内で配置される人数を計上する。 

計算式（交通誘導員Ａ又はＢ） ： 交通誘導員単価×必要日数×Ｎ 

（注）１．Ｎ：配置人員とする。 

２．Ｎについて、休憩・休息時間についても交通誘導を行う場合には、交替要員もＮに含めてて計上する。

（計上例）  車両出入口  １人  Ｎ： 

店舗入口  １人  誘導警備員４人＋交替要員１人 

停止員  １人  ＝５．０人／日 

停止員  １人 

交替要員  １人 

３．発注者が指示した場合において，夜間勤務，２交替制勤務，休日勤務等を行う場合は，「土木事業単価

表」に基づき，労務費の補正を行うこととし，これによりがたい場合は別途計上する。 

４．上表における必要日数は,交通誘導警備員が必要となる各工種の設計数量を日当たり作業量で除し，そ

の算出した作業日数を新工事工種体系のレベル３ごとに算出し，合計することを基本とする。この場合，

各工種の作業日数は小数第２位を四捨五入して１位止めとし，新工事工種体系のレベル３における合計日

数については１日未満を切り上げ，１日単位とする。 

５．必要日数の算出において上記４の方法で算出した場合で，明らかに不適当と判断される場合は，作業工

程を検討するなど別途積算するものとする。 

６．指定路線（表２．１）の場合，当初設計から配置人員のうち１名を交通誘導警備員Ａ，それ以外の配置

人員を交通誘導警備員Ｂとして計上するものとする。ただし，警察署との道路交通法第 80 条に基づく協

議等により交通誘導警備員Ａを２名以上配置することが義務づけられた場合は必要数計上するものとする。 

７．指定路線でない場合，交通誘導警備員Ｂを必要数計上する。

休憩 

休憩 

休憩 

休憩 

8:00～ ～17:00
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